
特異行方不明者に係るＤＮＡ型鑑定の活用（例）
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特異行方不明者本人、そ
の実子、実父又は実母に
関する資料（※２）から
ＤＮＡ型鑑定を実施。
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※１ 犯罪や事故等に巻き込まれ、生命又は身体に危険が生じているおそれ等のある行方不明者
※２ 特異行方不明者が遺留したと認められるものや実子等の身体の組織の一部

警察

対照

鑑定結果を、身元不明死
体に関する資料から作成し
たＤＮＡ型記録と対照。

参考資料５


